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適時開示体制概要 

 

 １．会社情報開示の基本的な考え方 

    当社グループ（当社および子会社）は、株主・投資家の皆様に当社グループをより深くご理解

していただくことを目的として、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則にも

とづく重要情報ならびに投資判断に影響を与えると思われる情報などについて、迅速、正確かつ

公平なディスクロージャーを実行し継続することにより経営の透明性を高め、社会的存在として

の企業の信頼性を追求します。 

    この基本方針を社内外に周知するとともに、自らのディスクロージャーを常に適正な基準、方

法、体制で実行するために、「ディスクロージャー・ポリシー」を以下の通り定めております。 

 

 ２．ディスクロージャー・ポリシー 

当社グループを正しく理解していただくために有用な情報をご提供するためのディスクロー 

   ジャーポリシーを以下のように定めます。 

 

（１）情報開示の基本方針 

    当社では、東京証券取引所の定める適時開示規則に準拠した情報開示に努めることにより、 

    株主、投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に対し、透明性、公平性、 

  継続性を基本として迅速な情報提供に務めます。 

 

（２）情報開示の基準 

    当社では、以下の会社情報を公表すべき重要情報と位置づけております。 

    ・会社法、金融商品取引法、東京証券取引所適時開示規則等により開示することを要請されて 

いる情報。 

    ・上記に該当しない投資家の投資判断に大きく影響を与えると思われる情報。 

 

（３）情報開示の方法 

  適時開示規則に該当する情報の開示は、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム 

    （ＴＤｎｅｔ）にて公開いたします。また、適時開示規則に該当しない情報についても、適時 

開示の趣旨を踏まえて積極的に公開してまいります。 

  公開した情報は、速やかに当社ＩＲサイトにも掲載することとしております。 

 

（４）沈黙期間 

  当社は、重要な会社情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するために原則として、決算期日の翌日か 

    ら決算発表日までを「沈黙期間」としております。この期間中は決算に関する質問への回答や、 

  関連する情報に関するコメントを差し控えることとしております。ただし、当該期間中であっ 

    ても、投資家の皆様の投資判断に多大な影響を与えると判断する重要情報が発生した場合は、 

  取引所の開示規則に従って情報を公表いたします。 

 

 



（５）その他留意事項 

    当社が公表する業績等の見通しは、過去の実績や情報公開時点で入手可能な情報に基づき一定 

    の条件で判断したものであり、これらの将来見通しには、様々な不確定要素が含まれており、 

    実際の業績等はこれらの見通しとは異なることがあることをご承知おき下さい。 

   

 ３．情報開示体制 

 （１）情報開示責任者および担当部門 

    情報管理責任者  ： 経営企画室長 

    情報開示担当部門 ： 経営企画室 

 

（２） 適時開示に係る開示手続きとプロセス 

   ① 決定事実に関する情報の取扱い 

      当社は、決定事実に該当する重要事項の決定機関は取締役会（毎月１回および必要に応じ 

     て随時開催、監査役も出席）が行います。重要事項を決定した場合、取締役会は情報管理責 

     任者に対して開示の指示を行い、情報開示担当部門（経営企画室）が適時開示を行います。 

 

   ② 発生事実に関する情報の取扱い 

      社内各部門（子会社を含む）の部門長は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点 

     で直ちに情報管理責任者に報告され、必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、 

     社長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示要否の判断を行います。情報管理 

責任者は、社長の指示に基づき開示を行い、取締役会へ報告します。 

 

   ③ 決算に関する情報の取扱い 

     １）本決算 

        経営企画室では、会計データに基づく決算資料と定性情報ならびに翌期の業績予想に 

       基づいて決算短信を作成します。経営企画室は、その内容について社内関連部門および

監査法人のチェックを受けた後、決算短信を取締役会に提出します。取締役会では、経

営企画室長の説明をもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報管理

責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信の開示を指示します。 

     ２）四半期決算 

        本決算と同一のプロセスで開示します。 

     ３）業績予想の修正について 

        経営企画室長は、業績データならびに業績に関連する情報に基づく通期および四半期 

累計の業績見通しを月度で策定します。 

 経営企画室長は、その時点における業績見通しと公表した直近の業績予想との乖離が 

適時開示規則の軽微基準内か否か、軽微基準内であっても開示の必要性について検討し、 

取締役会に対して業績予想の修正に関する適時開示の要否を付議します。開示が必要と 

決定した場合、取締役会は情報管理責任者に開示の指示をします。 

 

   ④ 適時開示規則の開示義務に該当しない会社情報に関しても、株主・投資家の皆様の投資判断 

     に影響を及ぼすと判断される情報についても適切な開示を行っています。 

 



（３） 業務フロー 

  【決定事実および決算情報の開示業務プロセス】 
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  【発生事実およびその他任意開示情報の開示業務プロセス】 
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